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KSI Partners Law & Patent Firm 

数値限定発明の均等侵害の成否に関する知財高裁判決（2025年 3月 4日）について 

弁理士 川口 玄太 

 

１．事件の概要 

株式会社日本触媒（以下、「原告」という）は、特

許第４９７４９７１号（発明の名称「熱可塑性樹脂組

成物とそれを用いた樹脂成形品および偏光子保護フ

ィルムならびに樹脂成形品の製造方法」）の特許権者

である。本件特許発明に係る熱可塑性樹脂組成物は、

構成要素として、分子量が７００以上の紫外線吸収

剤（以下、「ＵＶＡ」という）を含んでいる。 

一方、株式会社カネカ（（以下、「被告」という）は、

分子量が６９９．９１８４８であるＵＶＡを含む熱

可塑性樹脂組成物（（以下、（「製品Ｘ」という）の製造

販売を行っていた。 

原告は、被告による製品Ｘの製造販売によって、特

許権が侵害されたとして、被告に対して、製品Ｘ等の

製造販売の差止、損害賠償の支払を求めていた。 

原判決は、特許権侵害を認めず、原告の請求を棄却

した。 

知財高裁判決では、原判決同様、原告の請求は棄却

されたが、均等侵害（（特許発明と厳密には同一ではな

いが実質的に同一の発明の実施による侵害）の要件

について、原判決とは異なる興味深い判断が示され

た。 

 

２．争点 

本件の主な争点は、製品Ｘの製造販売について、①

文言侵害が成立するか、②均等侵害が成立するか、の

２点である。 

まず、特許権侵害の判定を行う場合、対象製品が対

象特許の特許請求の範囲に記載の構成と同一である

かが問題となる。ここで、対象製品が対象特許の特許

請求の範囲に記載の構成と同一である場合には、問

題なく特許権侵害が認められ、このような侵害を文

言侵害という。一方で、対象製品が対象特許の特許請

求の範囲に記載の構成と完全に同一ではないものの、

ほとんど差がなく実質的に同一（均等）である場合、

後述する５つの要件が充足されれば、侵害が認めら

れる。このような侵害を均等侵害という。 

本件では、製品Ｘに含まれるＵＶＡ（（分子式Ｃ４２Ｈ

５７Ｎ３Ｏ６）の分子量が６９９．９１８４８であり、

文言上は、本件特許の特許請求の範囲の「分子量が７

００以上」と相違する。よって、本件では、特に、均

等侵害の成否が争われた。 

 

３．原判決（令和 4年（ワ）第 9521号） 

原判決は、①文言侵害は成立しない、②均等侵害は

成立しない（第１要件を充足しない）、というもので

あった。 

 

本件特許発明について 

まず、本件特許発明について簡単に説明する。本件

特許発明は、アクリル樹脂とＵＶＡとを含む樹脂組

成物であって、ガラス転移温度の高さに基づく優れ

た耐熱性を有しながら、高温での成形時においても、

発泡、ブリードアウト（添加されたＵＶＡが樹脂表面

に浮き出てくる現象）などの発生が抑制され、ＵＶＡ

の蒸散による問題（（紫外線吸収 の低下、成形装置の

汚染）の発生を低減できる樹脂組成物を提供するこ

とを目的とする。本件特許発明の特許請求の範囲の

構成は、以下の通りである。 

 

本件発明１（請求項１） 

１Ａ：ラクトン環構造、無水グルタル酸構造、グル

タルイミド構造、Ｎ－置換マレイミド構造および無

水マレイン酸構造から選ばれる少なくとも１種の環
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構造を主鎖に有する熱可塑性アクリル樹脂と、 

１Ｂ:ヒドロキシフェニルトリアジン骨格を有する、

分子量が７００以上の紫外線吸収剤と、 

１Ｃ：を含み、 

１Ｄ：１１０℃以上のガラス転移温度を有する 

１Ｅ：熱可塑性樹脂組成物。 

１Ｆ：ここで、前記ヒドロキシフェニルトリアジン

骨格は、トリアジンと、トリアジンに結合した３つの

ヒドロキシフェニル基とからなる骨格（（２－ヒドロ

キシフェニル）－１、３、５－トリアジン骨格）であ

る。 

 

本件発明６（請求項６） 

６Ａ：ラクトン環構造、無水グルタル酸構造、グル

タルイミド構造、Ｎ－置換マレイミド構造および無

水マレイン酸構造から選ばれる少なくとも１種の環

構造を主鎖に有する熱可塑性アクリル樹脂と、 

６Ｂ:ヒドロキシフェニルトリアジン骨格を有する、

分子量が７００以上の紫外線吸収剤と、 

６Ｃ：を溶融混合して、 

６Ｄ：１１０℃以上のガラス転移温度を有する熱

可塑性樹脂組成物を得る、 

６Ｅ：熱可塑性樹脂組成物の製造方法。 

６Ｆ：ここで、前記ヒドロキシフェニルトリアジン

骨格は、トリアジンと、トリアジンに結合した３つの

ヒドロキシフェニル基とからなる骨格（（２－ヒドロ

キシフェニル）－１、３、５－トリアジン骨格）であ

る。 

 

原告は、製品Ｘの製造販売が、本件特許の請求項１

および請求項６に係る発明の文言侵害または均等侵

害にあたると主張した。 

 

文言侵害について 

原告は、ＪＩＳの基準などを示しつつ、構成要素１

Ｂ、６Ｂの「分子量が７００以上」の「７００」は小

数第１位の数字を四捨五入した数値と理解され、製

品ＸのＵＶＡの分子量は四捨五入により７００と解

釈すべきであると主張した。 

しかし、原判決では、「当業者において、ＵＶＡの

分子量を、算出された分子量を丸めて整数値とする

ことが技術常識であると認めることもできない・・・

被告ＵＶＡは、分子量が６９９．９１８４８であって、

構成要件１Ｂ及び同６Ｂの「分子量が７００以上」で

あるＵＶＡではないから、被告製品及び被告方法は、

構成要件１Ｂ・同６Ｂを充足しない。」と判示され、

文言侵害ではないとの判断がなされた。 

 

均等侵害について 

文言侵害が成立しない場合であっても、次の５要

件をすべて充足する場合には、特許発明の技術的範

囲に属するものと解され、均等侵害が成立する（（最高

裁平成 10年 2月 24日第三小法廷判決）。なお、第１

～第３要件については原告側に主張立証責任があり、

第４、第５要件については被告側に主張立証責任が

ある。 

 

（１）対象製品等と異なる部分が特許発明の本質

的部分ではないこと（非本質的部分） 

（２）対象製品等と異なる部分を対象製品等にお

けるものと置き換えても、特許発明の目的を達する

ことができ、同一の作用効果を奏するものであるこ

と（置換可 性、作用効果の同一性） 

（３）対象製品等のように置き換えることに、当該

発明の属する技術の分野における通常の知識を有す

る者（以下、「当業者」という）が、対象製品等の製

造等の時点において容易に想到することができたも

のであること（置換容易性） 

（４）対象製品等が、特許発明の特許出願時におけ

る公知技術と同一又は当業者が公知技術から特許発

明の特許出願時に容易に推考できたものではないこ

と（想到非容易性） 

（５）対象製品等が特許発明の特許出願手続にお

いて特許請求の範囲から意識的に除外されたものに

当たるなどの特段の事情もないこと（意識的除外） 

 

本件では、構成要素１Ｂ、６Ｂの「分子量が７００

以上」のＵＶＡが、製品Ｘの分子量６９９．９１８４

８であるＵＶＡと相違している。 

原告は、第１要件に関して、（「（明細書の記載および
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従来技術との比較から、）構成要件１Ｂ及び同６Ｂの

「７００」とは、分子量が十分大きいＵＶＡを用いる

という発明の技術的思想を示す一指標にすぎず、厳

格な技術的意義はない。よって、本件発明１及び同６

の本質的部分は、分子量が十分に大きいという上位

概念として認定されるべきであるから、被告ＵＶＡ

の分子量が６９９であること（分子量１の違い）は本

件各発明の非本質的部分といえる。」と主張した。 

しかし、原判決では、「数値をもって技術的範囲を

限定し（数値限定発明）、その数値に設定することに

意義がある発明は、その数値の範囲内の技術に限定

することで、その発明に対して特許が付与されたと

考えられるから、特段の事情のない限り、その数値に

よる技術的範囲の限定は特許発明の本質的部分に当

たると解すべきである。上記検討によれば、分子量を

「７００以上」とすることには技術的意義があると

いえる・・・被告ＵＶＡの分子量が「７００以上」で

はないとの相違点は、本件各発明の本質的部分に係

る差異であるというべきであるから、被告製品及び

被告方法について、均等の第１要件が成立すると認

めることはできず、均等侵害は成立しない。」との判

示がなされた。 

また、原告の、（「７００」に厳格な技術的意義はな

く、本件各発明の本質的部分は、分子量が十分に大き

いという上位概念であるとの主張に対しては、「この

ような上位概念化は、前述の数値限定発明の技術的

意義に関する考え方と相容れず権利範囲を不当に拡

大するものである。」と述べられている。 

なお、均等侵害の他の要件については検討するま

でもないと述べられている。 

 

４．知財高裁判決（（令和 6年（ネ）第 10026号） 

知財高裁判決は、①文言侵害は成立しない、②均等

侵害は成立しない（第５要件を充足しない）、という

ものであった。 

文言侵害については、原判決と同様に成立しない

とされた。 

一方、均等侵害の認定に関しては、原判決と異なり、

第１要件を充足するが、第５要件を充足しないとの

判示がなされた。以下、詳細に説明する。 

 

第１要件について 

原告は、（（１）原判決は数値限定発明であることを

重視しているが、本件発明は「分子量が７００以上で

あるＵＶＡ」とそれ以外の構成要素（（化合物の構造等）

との組合せが重要な発明であり、これにより進歩性

が認められる発明である、（２）分子量が「７００以

上」という構成についても、従来技術・比較例の分子

量が大きくとも６５８～６７６といった数値である

こととの関係で、規定されたものである以上、当然の

ように「７００．０以上」あるいは「７００．０００

００以上」と限定して解釈すべきではなく、分子量が

「７００程度以上」であることと解するべきである、

と主張した。 

一方、被告は、（（１）本件特許に関する樹脂組成物

やその課題については従来から知られており、本件

各発明の従来技術に対する貢献の程度は大きいとは

いえないから、本件各発明の本質的部分は、特許請求

の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定されるべ

きである、（２）特許請求の範囲に「７００」と特定

された数値を「７００程度」と読み替えるような不明

確な「上位概念化」は認められるべきではない、と主

張した。 

知財高裁は、「被控訴人ＵＶＡの分子量は６９９．

９１８４８であり、本件各発明の構成要件１Ｂ、６Ｂ

の「分子量が７００以上」という数値範囲に含まれな

い。しかし、上記数値範囲は、臨界的意義（筆者注：

特定の数値を境に顕著な効果が奏されること）を有

するものではなく、本来、本件各発明の作用効果との

関係で技術的意義を有する分子量は、ピンポイント

の７００ではなく、かなり広い幅にまたがる数字と

考えられるところ、いわば「切りのよい数字」として

「７００以上」という数値限定を採用したものと理

解される。そして、紫外線吸収剤としての性質が分子

量６９９．９１８４８の場合と７００の場合とで実

質的に異なるとは考え難いものと認められる。そう

すると、上記分子量の相違は、本件各発明の本質的部

分に関するものとはいえないと解される。本件で、均

等論の第１要件は充足する。」と判示した。 



 News Letter Vol.11 January 2026 
 

4 

第５要件について 

原告は、最高裁平成２９年３月２４日第二小法廷

判決（（以下、「平成２９年最高裁判決」という）によ

れば、本件に関して、製品Ｘが意識的に除外されたも

のにあたる場合（（すなわち、第５要件が充足されない

場合）とは、分子量を「６９９．９１８４８」とする

構成が、分子量を「７００．０」とする構成に代替し

得るものであることが明細書に記載され客観的・外

形的に表示されていたような場合であるが、本件明

細書には、そのような記載はないから、意識的除外と

評価できるものではなく、本件は第５要件を充足す

ると主張した。 

一方、被告は、平成２９年最高裁判決は、第５要件

の「特段の事情」の典型的なケースとして意識的除外

の場合を例示しているにすぎず、（「特段の事情」がそ

のような場合に限られないことは、「意識的に除外さ

れたものに当たるなど
．．
の特段の事情」とされている

ことから明らかであると主張した。そして、本件に関

しては、（１）原告がＵＶＡの分子量の重要性につい

て認識していたことは本件明細書の記載から客観的、

外形的に明らかである、（２）本件明細書の実施例に

係るＵＶＡの分子量「９５８」、比較例に係る最大の

分子量「６７６」に鑑みると、原告は分子量の下限を

「９５８」と「６７６」の間のいかなる数値（例えば

６９９）でも任意に設定し得たことは客観的、外形的

にみて明らかである、（３）本件特許出願時、ＵＶＡ

の分子量は小数点以下４桁又は５桁までの数値とな

ることは技術常識であり、また、製品Ｘに含まれるＵ

ＶＡは既知であったため、原告は製品Ｘを特許請求

の範囲に含めることは可 であった、（４）（１）～（３）

より、客観的、外形的にみて、原告は、請求項１及び

６の「分子量が７００以上の紫外線吸収剤」にいう下

限値の「７００」の構成を「７００未満」とする構成

と代替できることを認識しながら、あえて特許請求

の範囲に記載しなかったというべきであり、まさに

平成２９年最高裁判決にいう「特段の事情が存する」

場合に該当し、本件においては、均等の第５要件は充

足されない、と主張した。 

知財高裁は、（「まず、特許請求の範囲の記載は、特

許発明の技術的範囲を画する機 を有するものであ

り（特許法７０条１項）、第三者に対しては「権利の

公示書」としての役割を果たすことが求められるも

のである。構成要件１Ｂ、６Ｂの「分子量７００以上」

との記載は、一般的な技術文献の記載ではなく、上記

のような役割を担う特許請求の範囲の記載であるこ

とが本件の大前提となる。（・・・化合物の分子量は、・・・

小数第４位又は第５位の数字で示される原子量表記

載の数値によることになるから、そのような小数点

以下の数値を有する数値として算出されるというこ

とは、本件特許の出願日当時の技術常識であったと

認められる。それにもかかわらず、控訴人は、本件特

許の特許請求の範囲の請求項１、６の「分子量が７０

０以上の紫外線吸収剤」との構成の数値範囲につい

て、「７００以上」という整数値をあえて使用してい

る。本件において、分子量７００という数値に臨界的

意義も認められないから、当該数値は控訴人がいわ

ば任意に選択して定めたものといえる。また、控訴人

としては、その数値範囲を「６９９．５以上」とする

ことや、分子量の小数点以下の数値の取扱いについ

て定めることも容易にできたと解されるにもかかわ

らず、あえてそのような手当もしていない。これは、

小数点以下の数値は、技術的に意味のある数字でな

いという理解に加え、法的にも特段の含意がない（特

別な意味を持たせない）ことを前提とするものと解

するべきである。そうすると、控訴人が特許請求の範

囲において分子量を「７００以上」とする数値範囲を

定めたということは、「７００以上」か「７００未満」

かという線引きをもって特許発明の技術的範囲を画

し、下限値「７００」をわずかでも下回る分子量のも

のについては、技術的範囲から除外することを客観

的、外形的に承認したと認めるのが相当である。（・・・

したがって、本件においては、均等論の第５要件を充

足せず、控訴人主張の均等侵害は成立しない。」と判

示した。 

 

５．まとめ 

本件では、（「分子量が７００以上」のＵＶＡと規定

された数値限定発明に対し、被告による分子量が６

９９．９１８４８のＵＶＡを用いた製品Ｘの製造販
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売が侵害にあたるのかについて争われた。 

原判決および知財高裁判決において、請求項の「７

００」という数字は文字通り解釈され、文言侵害は成

立しないと判断された。原告が主張した、７００とは

切りのいい整数値であって、四捨五入により６９９．

５以上も含むとの解釈は認められなかった。 

均等侵害の成否については、原判決では、第１要件

を充足しないと判断された。 

一方、知財高裁判決では、ＵＶＡとしての性質が分

子量６９９．９１８４８の場合と７００の場合とで

実質的に異なるとは考え難いと認め、第１要件を充

足するとした。また、原告が分子量の数値範囲をあえ

て「７００以上」と記載していることから、７００未

満の分子量について意識的に除外することを、客観

的、外形的に認めたものであるとし、第５要件を充足

しないと判断した。 

このように、本件は、数値限定発明に関する均等侵

害について興味深い知見を与えるものであった。個

人的には、特許請求の範囲に、比較例になるべく近く

て切りのいい数値として、（「分子量が７００以上」と

記載したくなる気持ちは理解できる。弁理士の立場

では、分子量が６９９．９１８４８であるＵＨＶによ

って本件特許発明と同様の構成、作用効果が得られ

るとまで想定することは非常に困難であると思われ

る。本件を念頭に置き、数値限定に関する発明では、

クライアントと慎重に議論を重ねるよう努力したい。 

 


